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抱ま 半畳(は.ぃ,)寝て一畳(ぃぅぃぅ)°金城湯池 (さんいうどれ)

平成16年 6月

私が東業高速餃道と交渉している中で こ の駅前を借

用 してイベント争に利用できないか問いたことがありま

す。かなりいい感fttでしたので、その方法も可能と思わ

れます。その時は有効利用させてもらいましょう。

②生活支援とホームレス対策について再び質問しました。
(23)

歳足を知るぺきである。
立派な4H ttt住んでみたとこちで 人 一人がを抱きす
るのは わ ずか半畳か一畳であり そ れて足りる。

〔金城湯池】◇きわめて守りが堅く 侵 入されないこと。

飲で作った城肇と 熱 湯を入れた堀でできた城のまで き わめて

防御の堅固な城ということから。              |

いよいよ梅雨の季節tな りました。6月1ま本議会があります。ひ■,とすると議長

が交管するかもしれません。というのは 議 長の任期は2年 ですが 暗 黙の了解で1

年て辞表を提出して退任する慣習があるのです。多くの方に議長を経験してもらうた

しなのか あ まり良い担習とは思いません。通常は議長戦をめぐり敏在議会までして

多数派工作するのに 先 控の四街道市議会の議長回避騒勤などは前代未閣でした。

総橋市議会で譲長交昔がありましたら 7月 にその額末(lⅢわ)を掲載します。今月

は 「活きていることわざJを 読んだ方からの 「お願いJへ の私の考え (0)と  3月

議会での質問の残り部分 (00)を お伝えします。

O《 飯山rrj駅の不法駐輪対策として、駅前 (不法駐輸 して

いる所)に 「地産の野菜と魚の直売所」を設けたら一石ニ

烏ではないか〉

全 くその適 りです。不法EIE輸を強制撤去することは簡単

ですが で きるだけ利用者の利便性も考えて、改札日の反

対1りの店舗があった場所を駐輪場に貸して欲しいと束芸高速鉄道の本社に

お駁いしています。もちろん、市の交通安全課に交渉の窓日をお願いしま

ル71スあ4Jど,ごさい した。もう少しお待ちください。

理

『活きていることゎざ』
船橋市議会議員

■中 [日壕雲 今【(Mだひう打ヽ)議会報告



他県や他市からホームレスを大革して連れて来て入

居させている簡易宿泊所が市内に3ケ所ありますが、

その部屋数と入居者数を聞さました。というのは、1

者「屋に何人も同居させて家賃を1回別に徴収する行為の

有無を間接的に確認したかったのです。

く「…しなくてもよいJと 解釈できるではないか と 再FvF

追及しました。

市の回答は、12月議会で質問した私の考え方に同感であ

り 国 に対 して生活保護付J度の見直しを求める要望書を1

月に千葉県市長会に提出した と のことでした。不公平解

消に一ケ前進 しました。

0船 塙市では4月 から市内の4つ の自動車教習所と提携して 高 齢者の移

動手段として、教習生の送迎バスの空席を利用した事業が輪まりました。

私はこの新規事業に協力する事業者に故意を表しながら、多くの方がお

望する 「医療センターや主要駅間のアクセスJの 必要性を訴えました。

悪代市長から 「医療センターヘのアクセス要旨が大変高

いので 別 な手段を考えていくので若キの時間が欲 しいJ

と大変前向きな答弁を戴きました。 「コミュニテイバスは

考えないJと いう行政側の 『金城場池jに 風穴を開けたと

嬉 しくなりました。

１

１

3ケ 所合計で134室に214人が入居 していました。つまり上部昼に 18人

入居 している計算です。なんとなくこの生活支援制度を悪用 しているにお

いがします。

また 市 では国の指導 もあり1人 1部 屋にしてもらうようにしている。

とのことです。しかし、国の基準では1人 の最低居住面積は 33市 なので

す。なんと畳 2枚 の部屋でいいことになっているのです。これではもう独

房状態です。つまり、6畳 に独立 した2畳 の部屋2つ と、それぞれの部屋

をつなく廊下 (畳 2枚 分)を 作ればいいとなっているのです。 「こんなこ

とがあってもいいのか」と声高に言っても、相手が国となると私一人では

力不足です。模になれば畳 1枚 で足 りても、骨 2枚 で生活はできません

そして、資を要件が厳 しいはすの生活保護受給なのに、借り入れのない

不動産を持っていても生活保護が受けられるこのテ盾を、市がその根拠と

している 「昭和38年の厚生省社会局長通女BJに 書いてあった 「当弦世帯の

居住の用に供される最低限の土地 家 屋の所有を認めてと し支えないJと

いう文章を持ち出して、 「差 し支えないJと は 「…ねばならないJで はな
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